
 

「 家 康 公 の 遺 産 」 PR ロ ゴ マ ー ク 使 用 基 準  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 使 用 基 準 は 、「 家 康 公 の 遺 産 」 PR ロ ゴ マ ー ク （ 以 下 「 ロ ゴ

マ ー ク 」 と い う 。） の 使 用 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 活 用 ）  

第 ２ 条  ロ ゴ マ ー ク は 、 富 士 宮 市 の 魅 力 を 広 く 市 内 外 に Ｐ Ｒ す る た め 、

印 刷 物 、 広 告 物 、 商 品 等 を 用 い て 積 極 的 に 活 用 す る も の と す る 。  

（ 使 用 条 件 ）  

第 ３ 条  ロ ゴ マ ー ク の 使 用 は 、 市 が 徳 川 家 康 及 び 戦 国 時 代 と ゆ か り が あ

る こ と を 広 く 発 信 す る こ と を 目 的 と し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 満 た す こ と

が で き る も の に 行 う も の と す る 。  

(1) 法 令 及 び 公 序 良 俗 に 反 し な い こ と 。  

(2) 市 の 信 用 又 は 品 位 を 害 す る も の で な い こ と 。  

 (3) 特 定 の 個 人 、 政 党 、 宗 教 団 体 等 を 支 援 又 は 支 援 す る お そ れ が あ る

も の で な い こ と 。  

  (4) ロ ゴ マ ー ク の 利 用 に よ っ て 誤 認 又 は 混 同 を 生 じ さ せ る も の で な い

こ と 。  

(5) 徳 川 家 康 公 の 品 位 を 害 し 、 又 は 害 す る お そ れ が あ る も の で な い こ  

と 。  

(6) 「 家 康 公 の 遺 産 」 PR ロ ゴ マ ー ク デ ザ イ ン マ ニ ュ ア ル 」（ 以 下 「 マ

ニ ュ ア ル 」 と い う 。） に 基 づ き ロ ゴ マ ー ク を 使 用 す る こ と 。  

（ 承 認 の 申 請 ）  

第 ４ 条  ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し よ う と す る も の （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。）

は 、デ ザ イ ン が 修 正 可 能 な 段 階 で 使 用 承 認 申 請 書（ 第 １ 号 様 式 。以 下「 承

認 申 請 書 」と い う 。）を 市 長 に 提 出 し 、そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  

(1) 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 使 用 す る と き 。  

(2) 教 育 機 関 が 教 育 等 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

(3) 報 道 機 関 が 報 道 及 び 広 報 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

(4) 市 又 は 市 教 育 委 員 会 が 共 催 又 は 後 援 す る 事 業 に お い て 使 用 す る と



 

き 。  

(5) 承 認 を 受 け た 商 品 等 に つ い て 、 当 該 商 品 等 に 関 連 し た 広 告 又 は 宣

伝 に 使 用 す る と き 。  

(6) そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め た と き 。  

 （ 承 認 の 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 第 ４ 条 の 承 認 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 適 否 を 審

査 す る 。 使 用 を 承 認 す る こ と を 決 定 し た と き は ロ ゴ マ ー ク 使 用 承 認 書

（ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 し 、 使 用 が 不 適 当 と し た と き は ロ

ゴ マ ー ク の 使 用 不 承 認 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る 。  

２  市 長 は 、 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 を 承 認 す る に 当 た っ て は 、 必 要 な 条 件 を

付 す こ と が で き る 。  

（ 使 用 料 ）  

第 ６ 条  ロ ゴ マ ー ク の 使 用 料 は 、 無 料 と す る 。  

（ 承 認 内 容 の 変 更 ）  

第 ７ 条  ロ ゴ マ ー ク の 使 用 承 認 を 受 け た 者（ 以 下「 使 用 者 」と い う ｡) は 、

承 認 さ れ た 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 家 康 公 の 遺

産 PR ロ ゴ マ ー ク 使 用 変 更 申 請 書 様 式 （ 第 ４ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し 、

使 用 変 更 承 認 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

２  前 項 の 承 認 又 は 不 承 認 に つ い て は 、 第 ５ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 （ 使 用 承 認 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 申 請 書 の 内 容 に 虚 偽 が あ る と き そ の 他 そ の 使 用 が 活 用

の 趣 旨 に そ ぐ わ な い と 認 め る と き は 、 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 の 承 認 を 取 り

消 す こ と が で き る 。  

 （ 補 則 ）  

第 ９ 条  こ の 使 用 基 準 に 定 め る も の の ほ か ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

   附  則 （ 令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日  産 業 振 興 部 長 決 裁 ）  

 こ の 使 用 基 準 は 、 産 業 振 興 部 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


